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コープながの「くらしの見直し講演会」                         主催：コープながのLPA北信ﾌﾞﾛｯｸ  

                                       後援：コープ共済連 

  『負
・

動産を子供に残さない！』 

～相続不動産の登記の義務化と 

「相続して困っている土地」を手放す新制度～                  

 

登記しないまま放置している相続不動産…。令和６年 4 月から登記が義務化。また、相続して持て余している土地を

手放す方策も昨年4月から始まっています。今すべきこと、してはいけないことを整理しましょう。 

 
     

など 

                 2024年5 月30 日（木） 

13:00～15:00（12：40開場） 

ホクト文化ホール（小ホール） 

（〒380-0928 長野市若里１丁目１-３） 

 

● 講 師            氏  

 

            

 

 

● 申込方法  コープながのホームページの「イベント情報」より、もしくは下記ＵＲＬ（２次元コード）の 

参加申込フォームよりお申込みください。お申込後ご案内と入場券を郵送いたします。 

（注 申込締切日は、5月20日（月）までです。） 

                                                                         
 

 

● 参加費   無料。  ●託児なし 

 

 

                                      

 

 
 

 

 

 

※お預かりした個人情報は当生協で厳重に管理し、本講演会の運営ならびに当生協からのＬＰＡ活動のご連絡以外の目的には利用いたしません。 

3．「相続して困っている 

土地」を手放す制度の創設 

2．分割協議がまとまらないまま

１０年たつと、分け方に制限が？ 

1．不動産を相続して３年以内に登記

しなければ、10万円以下の過料。 

「くらしの見直し講演会」申し込み・お問い合わせ先  

〒３８８－８５５５ 長野市篠ノ井御幣川668番地 

                     コープながの共済センター 

TEL ０２６－２６１－１２４８  

【受付時間】《月～金》9：00～18：00 

開催日 

開催時間 

開 催 場

所 

プロフィール  

ＣＦＰⓇ、１級ＦＰ技能士、税理士。備 順子 税理士事務所 代表。 

関西大学文学部中国文学科卒業、公認会計士事務所に１９年間勤務、平成２１年６月 税理士事務所独立開業。

税理士業務のかたわら、専門学校等で経理実務、FP講座の講師、金融機関等の企業研修、一般消費者向け税金

セミナーの講師、FP テキスト・問題集、雑誌等の原稿執筆を務める。 
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